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告

(
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ポ
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�

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(

弘
前
県
土

整
備
事
務
所)

…

�
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(
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�
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先
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関

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

三
戸
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方

農
林
水
産

事

務

所

…

�

○
道
路
の
位
置
の
指
定

(

む
つ
県
土

整
備
事
務
所)

…

�

教
育
委
員
会

○
青
森
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

県
立
学
校
課)

…

�

規

則

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
八
十
六
号

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
年
四
月
青
森
県
規
則
第
四
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
１
の
�
中

｢

三
万
千
円｣

を

｢

三
万
円｣

に
改
め
、
同
一
の
２
の
	
中

｢

二
百

四
十
九
万
八
千
円｣

を｢

二
百
四
十
六
万
八
千
円｣

に
改
め
、
同
表
の
二
の
１
の
�
中｢

千
二
十
円｣

を

｢

千
十
円｣

に
改
め
、
同
表
の
三
の
３
の


の
表
中

｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
、

同
３
の
	
の
表
中
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｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
、

別
表
第
一
の
六
の
２
中

｢

五
十
三
万
千
円｣

を

｢

五
十
二
万
五
千
円｣

に
改
め
、
同
表
の
十
の
２
の

�
の
�
中｢

三
千
三
百
円｣

を｢

三
千
二
百
円｣

に
改
め
、
同
表
の
十
一
の
２
中｢

十
四
万
千
百
円｣

を

｢

十
三
万
八
千
五
百
円｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
一
の
１
の
�
中

｢

一
万
七
千
九
百
円｣

を

｢

一
万
七
千
六
百
円｣

に
改
め
、
同
１
の

�
中

｢

一
万
二
千
三
百
円｣

を

｢

一
万
二
千
百
円｣
に
改
め
、
同
１
の
�
中

｢

一
万
千
八
百
円｣

を

｢

一
万
千
六
百
円｣

に
改
め
、
同
１
の
�
中

｢

一
万
七
千
八
百
円｣

を

｢

一
万
七
千
四
百
円｣

に
改

め
、
同
１
の
�
中

｢

二
万
千
三
百
円｣

を

｢

二
万
九
百
円｣
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
八
十
七
号

青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
空
港
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
十
月
青
森
県
規
則
第
九
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中

｢

及
び
青
森
空
港
と
本
邦
外
の
地
点
と
の
間
に
路
線
を
定
め
て
一
定
の
日
時
に

よ
り
航
行
す
る
航
空
機｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
八
百
十
四
号

漁
業
災
害
補
償
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
十
五
号

漁
業
災
害
補
償
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
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発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

区

域

区

分

三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
小
舟
渡
五
五
長
根

繁

三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
鹿
倉
九
四
の
一

畑
中

清
二

総
ト
ン
数
十
ト
ン

以
上
二
十
ト
ン
未

満
の
漁
船
に
よ
り

行
う
い
か
つ
り
漁

業

三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
廿
一
五
の
一
六

北
城

一
男

三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
沢
前
戸
三
八
の
二

小
西

博
美

階
上
区
域

総
ト
ン
数
十
ト
ン

未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で
あ

っ
て
、
主
と
し
て

い
か
つ
り
漁
業

下
北
郡
東
通
村
大
字
猿
ケ
森
字
下
田
代
一
四

竹
林

雅
史

下
北
郡
東
通
村
大
字
猿
ケ
森
字
家
ノ
上
二
〇
の
二

東
田

寿
夫

猿
ケ
森
区
域

小
型
定
置
漁
業
及

び
小
型
定
置
漁
業

と
底
建
網
漁
業
を

併
せ
営
む
漁
業

� �



� �

四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
十
六
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
五
年
十
一
月
六
日
及
び
七
日
収
去
さ
せ
た

飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す

る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報�������	�
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発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

(

名
称)

加
入
区
の
名
称

東
津
軽
郡
平
舘
村
大
字
根
岸
字
小
川
六
六

前
田

鶴
松

東
津
軽
郡
平
舘
村
大
字
根
岸
字
小
川
六
五
の
三

前
田

定
寿

平
舘
村
第
一
加
入
区

東
津
軽
郡
平
舘
村
大
字
今
津
字
才
の
神
三
一
の
三

広
海

政
昭

東
津
軽
郡
平
舘
村
大
字
今
津
字
間
沢
三
七

福
井

勝
美

平
舘
村
第
二
加
入
区

東
津
軽
郡
平
舘
村
大
字
石
浜
字
舟
岡
二
二
六
の
六

佐
川

光
博

東
津
軽
郡
平
舘
村
大
字
石
浜
字
舟
岡
二
五
五
の
二
〇
越
田

永
寿

平
舘
村
第
三
加
入
区

東
津
軽
郡
平
舘
村
大
字
石
浜
字
磯
山
一
七

小
沢
扶
二
夫

東
津
軽
郡
平
舘
村
大
字
石
浜
字
磯
山
二
七

木
浪

勉

平
舘
村
第
四
加
入
区

下
北
郡
脇
野
沢
村
大
字
脇
野
沢
字
新
井
田
二
八

立
石

政
男

下
北
郡
脇
野
沢
村
大
字
脇
野
沢
字
寄
浪
二
〇

中
村

忠
司

脇
野
沢
村
加
入
区

� �

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製造年月

試
験

結
果

の
概

要
違反の内容

粗たん白質

粗脂肪

カルシウム

リン

粗繊維

粗灰分

塩基性窒素

揮発性

水溶性窒素

消化率

ペプシン

ＴＤＮ

ＭＥ

検査

その他の
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
kcal� ㎏

水
分
％

中
部
飼
料
株
式
会
社
八

戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24―
５

株
式
会
社
大
里

商
店
青
森
市
問
屋
町

二
丁
目
14―
６

マ
ル
中
印
ほ
乳
期
子
豚
育
成

用
配
合
飼
料

ハ
イ
ク
リ
ー
プ
Ｂ

15.10
19.6

6.0
0.86

0.64
1.8

5.0
―

―
―

―
―

11.6

日
和
産
業
株
式
会
社
八

戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24―
９

同
左

ニ
チ
ワ
印
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育

前
期
用
配
合
飼
料

ニ
チ
ワ
え
づ
け

15.11
25.1

5.7
1.08

0.72
1.9

5.8
―

―
―

―
3,080

11.4

ニ
チ
ワ
印
肉
用
種
鶏
成
鶏
飼

育
用
配
合
飼
料

ブ
ロ
種
鶏

15.11
17.6

4.6
3.17

0.64
2.9

10.5
―

―
―

―
2,770

11.8
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注

試
験
結
果
の
概
要
の
欄
中
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査
に
あ
っ
て
は
、
個
別
検
査
項
目
別
に
分
析

結
果
を
示
し
、
違
反
の
内
容
の
欄
に
表
示
成
分
量
に
対
す
る
過
不
足
量
等
を
示
す
。

青
森
県
告
示
第
八
百
十
七
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
佐
井
幅
二
七
五
の
二
六
、
二
七
五
の
二
七
、
二
七
九
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

三

保
安
林
解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

青
森
県
告
示
第
八
百
十
八
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
平
成
十
四
年
十
月
一
日
を
も
っ
て
青
森
県
収
入
証

紙
の
売
り
さ
ば
き
の
業
務
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名

弘
前
市
大
字
土
手
町
一
九
八

雨
森

良
三

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
十
二
月
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
し
ゃ
ら
く

三

代
表
者
の
氏
名
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ニ
チ
ワ
印
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育

後
期
用
配
合
飼
料

Ｊ
Ｃ
Ｃ
後
期
Ｎ
Ｙ

15.11
18.9

8.8
0.84

0.58
3.3

4.8
―

―
―

―
3,290

12.7

ノ
ー
サ
ン
印
肉
豚
肥
育
用
配

合
飼
料

ミ
ー
ト
Ｄ
Ｘ

15.11
15.0

3.0
0.98

0.38
2.2

4.6
―

―
―

77.3
―

13.0

ニ
チ
ワ
印
成
鶏
飼
育
用
配
合

飼
料
ハ
イ
ホ
ー
プ

15.11
17.9

4.4
3.80

0.50
2.2

11.7
―

―
―

―
2,880

11.9



� �

清
水

信
敏

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
湊
高
台
二
丁
目
一
三
の
一
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
に
対
し
て
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
高
齢
者
の
自
立

と
生
き
が
い
の
あ
る
長
寿
社
会
を
支
援
し
、
も
っ
て
保
健
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。
ま
た
、
失
業
者
及
び
求
職
者
に
対
し
て
職
業
能
力
開
発
事
業
を
実
施
し
、
も
っ
て
職
業

の
安
定
と
労
働
者
の
地
位
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

相
坂
組

二

氏
名

相
坂

武
五
郎

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
富
田
町
五
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
三)

第
一
一
六
八
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
五
年
十
二
月
十
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
、
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
五
年
十
二
月
十
二
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

物
品
の
購
入
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
品
の
購
入
と
し
、
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

自
動
設
計
製
図
装
置

一
式

二

納
入
期
限

平
成
十
六
年
三
月
二
十
四
日

三

納
入
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

平
成
十
五
年
六
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
四
百
四
十
六
号(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

の
一
の
規
定
に
よ
り
、
物
品
の
購
入
の
契
約
に
つ
い
て
Ａ
の
等
級
に
格
付
け
さ
れ
た
者
で
あ
る

こ
と
。

３

入
札
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け

て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

購
入
物
品
又
は
こ
れ
と
同
等
の
類
似
品
に
つ
い
て
相
当
数
の
納
入
実
績
等
が
あ
る
こ
と
を
証

明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

５

購
入
物
品
に
つ
い
て
、
迅
速
な
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
及
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
体
制
が
整
備
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

五

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
い
合
わ

せ
先青

森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
教
育
庁
学
校
施
設
課
財
務
グ
ル
ー
プ

電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
八
七
三

２

入
札
書
の
提
出
期
限

平
成
十
六
年
二
月
三
日

午
後
五
時
十
五
分

３

開
札
の
場
所
及
び
日
時

�

場
所
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青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
教
育
庁

学
校
施
設
課
入
札
室

�

日
時

平
成
十
六
年
二
月
六
日

な
お
、
時
間
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

青
森
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)

第
百
三
十
二
条
、
第
百
三
十

三
条
及
び
第
百
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
。

七

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

八

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
売
買
代
金
に
係
る
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
い
、

か
つ
、
九
の
３
の
規
定
に
よ
り
落
札
対
象
と
す
る
者
を
落
札
者
と
す
る
。

九

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務

�

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
必
要
な
証
明
書
を
入
札
書
の
受
付
期
限
ま
で
に
青
森

県
教
育
庁
学
校
施
設
課
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
開
札
日
の
前
日
ま
で
に
当

該
証
明
書
の
内
容
に
関
す
る
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

�

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
基
づ
き
、
購
入
物
品
の
製
作
仕
様
書

等
を
作
成
し
、
こ
れ
を
入
札
書
の
受
付
期
限
ま
で
に
青
森
県
教
育
庁
学
校
施
設
課
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
開
札
日
の
前
日
ま
で
に
当
該
製
作
仕
様
書
等
に
関
す
る
説
明

を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
る
と
と
も
に
、
必
要
な
場
合
に
は
、
当
該
製
作
仕

様
書
等
の
内
容
の
変
更
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

落
札
対
象

購
入
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
２
の
�
の
製
作
仕
様
書
等

に
係
る
入
札
書
の
み
を
落
札
対
象
と
す
る
。

４

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

５

入
札
書
の
記
載
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額

(

当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
金
額)

を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
五

分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
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次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日三

戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

田

中

正

之

む
つ
県
土
整
備
事
務
所
告
示
第
九
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
む
つ
県
土
整
備
事
務
所
及
び
む

つ
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

む
つ
県
土
整
備
事
務
所
長

竹

内

由

昭

教

育

委

員

会

青
森
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号

青
森
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
五
年
十
一
月
青
森
県
教
育
委
員
会

規
則
第
六
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
た
だ
し
書
中

｢

総
合
学
科｣

の
下
に
、｢

、
単
位
制
に
よ
る
全
日
制
の
課
程｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了

年

月

日

十
四
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

五
八
―
一
四

三

戸

町

平
成
��･

��･

��

〃

五
八
―
四
〇

〃

��･

�･

��

〃

五
八
―
五
五

〃

��･

��･

�

〃

五
八
―
六
九

〃

��･

��･

��

〃

五
八
―
七
三

〃

��･

��･

��

〃

五
八
―
七
五

〃

〃

〃

五
八
―
七
七

〃

〃

十
四
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
五
八
―
一
二
〇

〃

��･

��･

�

〃

五
八
―
一
二
六

〃

��･
��･
��

〃

五
八
―
一
三
〇

〃

��･

�･

��

〃

五
八
―
一
三
五

〃

��･

��･

��

〃

五
八
―
一
四
四

〃

��･

��･

�

〃

五
八
―
一
六
五

〃

��･

��･

��

〃

五
八
―
一
六
六

〃

��･

��･

��

位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

む
つ
市
柳
町
一
丁
目
一
七
三
の

一
二
及
び
柳
町
二
丁
目
二
〇
一

の
一
三

七
二
・
二
三
メ
ー
ト

ル

六
・
〇
二
メ
ー
ト
ル

平
成

��･

��･

�

� �
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


